身体拘束禁止11項目における経験と認識の男女差
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１．はじめに

　厚労省は介護保険施設の身体拘束を省令により禁止しているが，特別養護老人ホームでの現実はどうか。また現場介護職員はいかに認識しているのであろうか。厚労省が身体拘束廃止を目指して「身体拘束禁止11項目」を指し示しているが緊急ややむを得ない場合との理由で継続されているのが現実であろう。その実態の背景因子として性差があるのではないかという疑問を持ち調査データを分析した。これまでも身体拘束の実態を示す調査は多くの機関，団体により明らかにされている。また身体拘束の理由を安全確保のため，マンパワー不足のためと言及する論文も見られる１）。しかし単に身体拘束を数量的に把握するだけでなく，介護職員が身体拘束を続けている背景を理解し，その影響因子を考察しなれば真の解決へとならないのではないかと考え統計処理による分析を行った。筆者は先行研究で同じデータを用い，身体拘束の「経験」と「認識」の関連について分析を行ったところ，禁止とされる身体拘束11項目中10項目において「やったことがある」としたものは，それを「やるべき・やらざるを得ない」と考えており，経験と認識の関係が明確になった2）。本研究ではその身体拘束の「経験」や「認識」と，「性別」の関係を明らかにし，男女差による身体拘束への影響について明確にし，それを考慮した対応から身体拘束廃止の一助することを目的とする。調査は2002年秋に行ったものであるので，すでに2年以上経過しているため現場事情に変化があることが予測されるが，実数調査ではないので問題はなく，本研究のように因果関係の解明には有効であると判断した。これらの結果は今後，身体拘束廃止を目指す特養はじめ高齢者介護施設の介護のあり方や専門職教育に重要な示唆を得るものと考える。
Ⅰ．「身体拘束」の背景

歴史的に身体拘束が許容されてきた土壌はこれまでの高齢者福祉制度とともに存在していた。老人福祉法以前の養老院時代では対象者は「収容者」と表現され高齢者介護の実情はそれなりのものであったことが予測される。特別養護老人ホーム設立を機に「入所者」となり，実質的に憲法の保障する生存権が確保されたが，当時の寮母職は当然であるが素人であり，身体拘束の象徴ともいえる“寝かせきり老人”であった。ノーマリゼーションの浸透や福祉制度の変容，専門職・介護福祉士の登場，その他隣接分野の医療などの発展に影響を受けつつ介護の社会化，専門化は進展していった。この状況の中で注目するのは男性の介護者の出現である。男性の介護職への進出は介護をより社会化・専門化へと貢献したのではないだろうか。措置から契約への介護保険制度導入によって，高齢者の人権擁護がさらに具現化され，利用者は選んで入所されたお客様であり，ケアは“処遇”から“サービス”へと名を変え，あからさまな身体拘束は減少したと思える。さらに厚労省はこれまで行われてきた身体拘束に見られる人権侵害に対しては，禁止とする11項目をあげ，身体拘束廃止を指導した。このように「身体拘束廃止」を着実に進める一方で，緊急やむを得ないとして安全確保，家族からの依頼という理由で継続されている事例も少なくない。

Ⅱ．研究の方法

１．調査①調査期間は2002年10月～11月である。②分析対象は設立後3年が経過していることを条件に，無作為に選び依頼した主に近畿地区にある特養の介護職員とした。なお調査自体は介護福祉士養成校の学生も対象である。③調査方法は質問紙法，留置式で，回収は施設単位で郵送あるいは回収に行った。⑤質問紙の内容・構成は属性，身体拘束に関する質問，禁止11項目への認識と行動についての質問，自由記載欄である。

２．結果の集計，分析　①属性　②身体拘束禁止１１項目の経験と認識の性差　③それらの属性との関連の検定を行った。集計，分析には統計ソフトSPSSVer1．1for Windowsを用い，χ2乗検定，T検定を行なった（危険率10％）。倫理的配慮については，調査の目的とプライバシーの遵守を依頼時の口頭で，また書面で説明，約束している。

Ⅲ．結果

１．属性：回収率51％（129名），うち有効回答は男26名（20％），女99名（77％）であった。男女不明の4名（3％）は分析から除外した。資格は介護福祉士が59名，社会福祉士31名，ホームヘルパー14名，ケアマネージャー11名，社会福祉士任用資格31名，その他20名となり資格は単・複数で有している。なお無資格11名，不明は10名である。平均経験年数は男性2.92年，女性2.95年，平均年齢は男性27.9歳，女性28.0歳である。介護職経験年数は平均3.6±3.9（0-23）年，平均年齢平均29.2±9.3(18-60)歳である。要介護高齢者との同居経験については男性が30％，女性が32％有りとし有意差はなかった。身体拘束についての講習会受講の平均回数では男性0.95回，女性0.92回で有意差はなかった。

２．身体拘束11項目についての経験の有無と認識の男女別の集計と，そのχ二乗検定結果は（表１）に示す。

①　経験では11項目中9項目において男性よりも女性のほうが「やったことがある」が多く，そのうち有意差が２項目に見られた。2項目は男性が多く，うち1項目に有意差が見られた。11項目の合計では女性の経験が有意に多かった。（ｔ=4.23，df=１，p=0.40）
②　認識では11項目すべてに女性のほうが男性より多く「やらざるを得ない」・「やるべき」と回答し，有意差が見られるのは６項目である。同じく合計数では男性が有意に否定的である。（ｔ=24.1，df =１，p =0.000）
「２.転落しないよう･･･」は男性4％，女性9％が「経験有り」とし，「やってはいけない」と認識しているのは男性100％女性92％で経験，認識ともに有意差がない。

「3.自分で降りられない･･･」は男性54％が，女性80％が「経験有り」とし，「やってはいけない」と認識しているのは男性68％女性43％で経験，認識ともに有意差が見られる。

「４.点滴，経管栄養等のチューブを抜かないように･･･」は男性17％，女性15％が「経験有り」と回答するが，「やってはいけない」と認識しているのは男性76％女性69％で，経験，認識ともに有意差はない。

「５.点滴，経管栄養･･･ミトン型の手袋･･･」は男性29％，女性43％が「経験有り」とし，「やってはいけない」と認識しているのは男性68％，女性42％で認識には有意差が見られる。
	表１　身体拘束禁止各11項目に対する「経験」と「意識」の性差

	　
	経験
	意識

	　　性　　　　　　　　　　　　　　　経験と意識
	有る
	無い
	統計的有意差
	やるべき・やらざるをえない
	やってはいけない
	統計的有意差

	項目
	男
	女
	男
	女
	　
	男
	女
	男
	女
	　

	１．徘徊しないように、車いすやいすに体幹や四肢をひもなどで縛る
	7
	32
	17
	63
	　
	1
	17
	24
	75
	　

	
	29%
	39%
	71%
	67%
	ns
	4%
	18%
	96%
	82%
	＊

	２．転落しないよう二、ベッドに体幹や四肢をひも等で縛る
	1
	9
	23
	88
	　
	0
	7
	25
	79
	　

	
	4%
	9%
	96%
	91%
	ns
	0%
	8%
	100%
	92%
	ns

	３．自分で降りられないように、ベッドを柵で囲む
	13
	74
	11
	19
	　
	8
	50
	17
	38
	　

	
	54%
	80%
	46%
	20%
	**
	32%
	57%
	68%
	43%
	**

	４．点滴、経管栄養等のチュ－ブを抜かないように、四肢をひも等で縛る
	4
	14
	20
	81
	　
	6
	26
	19
	57
	　

	
	17%
	15%
	83%
	85%
	ns
	24%
	31%
	76%
	69%
	ns

	５．点滴、経管栄養等のチュ－ブを抜かないように、又は皮膚をかきむしらないように、手指の機能を制限するミトン型の手袋等をつける
	7
	40
	17
	53
	　
	8
	51
	17
	37
	　

	
	29%
	43%
	71%
	57%
	ns
	32%
	585
	68%
	42%
	**

	６．車いすやいすからずり落ちたり、立ち上がったりしないように、Y字型抑制帯や腰ベルト、車いすテーブルをつける
	18
	86
	7
	11
	　
	9
	61
	17
	34
	　

	
	72%
	89%
	28%
	11%
	**
	35%
	64%
	65%
	36%
	***

	７．立ち上がり能力のある人の立ち上がりを妨げるようないすを使用する
	4
	24
	20
	69
	　
	1
	16
	24
	75
	　

	
	17%
	26%
	83%
	74%
	ns
	4%
	18%
	96%
	82%
	*

	８．脱衣やおむつはずしを抑制するために、介護着（つなぎ服）をきせる
	10
	44
	15
	53
	　
	2
	24
	24
	72
	　

	
	40%
	45%
	60%
	55%
	ns
	8%
	25%
	92%
	75%
	**

	９．他人への迷惑行為を防ぐために、ベッド等に体幹や四肢を縛る
	0
	3
	24
	90
	　
	0
	7
	25
	83
	　

	
	0%
	3%
	100%
	97%
	ns
	0%
	8%
	100%
	92%
	ns

	10．行動を落ち着かせるために、向精神薬を過剰に服用させる
	4
	12
	20
	79
	　
	3
	13
	22
	77
	　

	
	17%
	13%
	83%
	87%
	ns
	12%
	14%
	88%
	86%
	ns

	11．自分の意思であけることの出来ない居室等に隔離する
	3
	28
	21
	67
	　
	3
	20
	22
	71
	　

	
	12%
	29%
	88%
	71%
	*
	12%
	22%
	88%
	78%
	ns

	11項目の合計
	71
	336
	195
	673
	　
	41
	292
	236
	698
	　

	
	27%
	33%
	73%
	67%
	**
	15%
	30%
	85%
	71%
	***

	
	　　欠損は除外　*＜0.1　**＜0.5　　***＜0.01


「６.車いすや･･･Y字型･･」は男性54％，女性80％が「経験有り」で，「やってはいけない」との認識は男性68％，女性43％で経験，認識ともに有意差がある。

「７.立ち上がり･･･」は男性17％，女性26％が「経験有り」で，「やってはいけない」との認識は男性96％，女性82％で認識に有意差が見られる。

「8.脱衣･･･介護服･･･」は男性40％，女性45％が「経験有り」とし，「やってはいけない」との認識は男性92％，女性75％で認識に有意差が見られる。

「9.他人への迷惑行為･･･縛る」は男性0％，女性３％が「経験有り」とし，「やってはいけない」との認識は男性100％，女性92％で経験，認識ともに有意差が見られない。

「10.行動を･･･向精神薬を過剰に･･･」は男性17％，女性1３％が「経験有り」とし，「やってはいけない」との認識は男性88％女性86％で経験，認識ともに類似した値が見られる。

「11.自分の･･･隔離する」は男性12％，女性29％が「経験有り」とし，唯一男性の経験が有意に多い。しかし有意差はないが「やってはいけない」と認識しているのは男性88％，女性78％と男性に多い。
３．講習会受講状況や，年齢，介護職経験，要介護者との同居経験には性差による差はなかった。
Ⅳ．考察

福祉の転換期にあって，その時代の潮流に身を任せつつも，特養での介護職員の「身体拘束禁止11項目」への思いは複雑ではないだろうか。結果からこのような思いに駆られる。同じ対象者で行った先行研究から，介護職員の半数以上（65％）が身体拘束を「利用者のため」，「どちらともいえない」と回答し，決して「利用者のためではない」と否定的ではないという事実を明らかにした。そして身体拘束廃止にむけての課題は価値・倫理的問題であると言及した３）。黒澤がひとつの卓見としてではあるがレビィの言葉を引用して「倫理は価値の運用とする」と論述している４）ことを受けて，価値・倫理観の表出と捉えた。この身体拘束についての回答には男女間に差はなかった。したがって価値・倫理観としては男女に差はないといえる。しかし今回，厚労省が禁止と指定する「身体拘束11項目」の合計数では男性はじょせいより経験者が少なく，否定的傾向を示す。項目別でも９項目で女性の方が「経験」が数的に多く，うち有意差は2項目が示した。また「認識」では11項目すべてに女性は男性より否定的数値が低く，うち６項目は有意差い。これらの結果から，概して女性の方が身体拘束を抵抗が少なく，安易に行う傾向があるといえる。各項目についての特徴では，「3.自分で･･･柵で囲む」，「6.車いす･･ずり落ちない･･･」は経験，認識とも顕著に有意差が見られる。「2.転倒…」，「4.点滴･･･縛る」，「9.他人への迷惑･･･縛る」，「10.行動を･･･向精神薬･･･」のつまり「縛る」行為を伴う項目の「経験」については，すべて男女の差が少なく，数値も低い。「縛る」にはいかにも身体拘束を実感する行為で，男女ともに抵抗があることを示唆している。なおこの結果には属性としての講習会受講状況や，年齢，介護職経験，要介護者との同居経験は男女差がでないため，これらは影響因子として除外するのが適切である。介護とジェンダーの関連については，専門職としての介護職員の歴史が浅いため同性介護の適・不適の視点での研究は見られるが，男女差による方法や技術，そして価値・倫理観の比較については先行研究が見られない。同じく主にケアを提供する職種としての保育士や看護師の分野においても同様の状況であり，そこから示唆を得ることができない。介護方法や介護感についての性差による比較研究は未開の分野といえる。従って「身体拘束に男性介護者は経験が少なく，否定的である」について，様々な推測のなかから結論として次の２点が適切であると考えるに至った。前述したように男女同じ価値･倫理観を持っていても，その“運用場面”において差が出たと考えられ，その理由の１つは男女間の動かしがたい差としての「体力・運動能力の問題」をあげた。男性はこれらに余裕があるため，危険を回避できるという自信によって今まで身体拘束を回避でき，また“やるべき”とも“やらざるをえない”と考える必要がなかったということである。２つ目は，これは一般に女性介護者によく聞かれるのであるが，「男性介護者に女性利用者は従順に素直に応じる傾向がある」ということで，これは特養利用者に圧倒的に女性が多い現状から，そうならば男性介護者が困難を認識する機会が少ない，またその結果経験が少なくて済んだのである。

Ⅴ．結論

特別養護老人ホームにおいて，介護の方法として行われている身体拘束では介護職員の意識と経験に性差が影響していた。厚労省が禁止とする11項目について男女の比較分析を行った結果，女性のほうに「やったことがある」とする経験者が多く，「やむを得ない・やるべき」とする認識がより高いことが明確になった。各項目別に比較しても「経験」では9項目に男性より女性においてより多く，そのうち２項目に有意差が見られた。また「認識」では11のすべての項目において，男性よりも女性に「やるべき・やらざるを得ない」が多く，うち６項目に有意差が見られた。筆者の同一データを用いた先行研究での身体拘束は“利用者のためではない”と否定的な群と“利用者のため・どちらともいえない”の否定的でない群において男女の差は見られず，これは身体拘束への倫理・価値観の差では男女差がないことを示しているといえる。したがって今回の男女での差は，価値・倫理観そのものではなく，その運用の仕方の差といえる。運用時に差が見られる理由として，男性では体力･運動能力の余裕のため，身体拘束を必要としない。また利用者には男性介護者に従順な反応を示す女性利用者が多く，今日圧倒的に女性利用者の多い特養では必然的に女性介護者がより困難場面に遭遇することが考えられる。

身体拘束の経験や意識に男女差があるとうことは，換言すると介護の方法に性が影響するということである。今後の課題として，その原因がさらに明らかになれば男女の特性を配慮した配置，役割分担などが工夫され身体拘束廃止への一助となるばかりか，介護の質の向上に貢献するのではないか。
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